元智大学 学外インターンシップ実施契約書（非雇用関係型）
[bookmark: _Hlk85373774][bookmark: _Hlk480220565]契約当事者：
受入れ機関：__________（以下「甲」という）
送り出し大学：元智大学（以下「乙」という）
実習生：_______________（以下「丙」という）

甲、乙、丙の三者は、技術専門人材の育成および学外インターンシップによる共同教育・実務訓練の推進という互恵原則に基づき、台湾の「専科以上学校産学協同実施規則」および日本の関連法令の規定に従い、一般型学外インターンシップの実施に関し、以下のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。
第1条 （契約の性質）
本インターンシップは一般型学外インターンシップとし、甲と乙の学生との関係は、純粋な教育・訓練を目的とするものであり、雇用関係を伴わないことを相互に確認する。
よって、以下のとおり契約を締結する。
第2条 （甲の責務）
1. 甲は、学外インターンシップ課程の計画に参画し、学生の個別実習計画に基づき、実務訓練を提供するとともに、実習部署および実習時間を適切に配置し、各種実務能力の育成を行うものとする。
2. 甲は、実習開始前に安全教育を実施し、実習場所における安全防護設備の整備および関連する労働安全衛生措置を講じるものとする。
3. 甲は、乙による定期または不定期の実地訪問を受け入れ、乙の指導教員と連携して学生の指導および評価に協力するものとする。
第3条 （乙の責務）
1. 乙は、関係規定に基づき学外インターンシップ委員会を設置し、制度運営および管理を行う。
2. 乙は、学科の教育目標および専門能力に基づき、インターンシップ課程を計画し、実習開始前に学生の個別実習計画を策定する。
3. 乙は、甲の実習実施環境について、安全性および実習生の権益の観点から評価を行う。
4. 乙は、指導教員を指派し、必要に応じて甲を訪問し、学生の実習状況を把握する。


第4条 （実習期間および場所）
1. 実習期間は、西暦＿＿＿＿年＿＿月＿＿日から西暦＿＿＿＿年＿＿月＿＿日までとする。
2. 実習場所は、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿とする。
3. 甲は、乙および丙の同意を得ることなく、実習場所を変更してはならない
第5条 （実習時間）
実習時間は、教育的観点および丙の心身の健康に配慮し、原則として甲の執務時間（開庁時間）内とし、1日8時間、1週40時間を超えない範囲とする。また、午後10時から翌日午前6時までの時間帯において実習を実施してはならない。
第6条 実習給付：
1. 実習給付：□なし □奨学金/ □実習手当（月額＿＿＿＿円）。
実習給付は、原則として金融機関の口座振込により支払うものとする。ただし、学生が日本国内の銀行口座を保有していない場合、または合理的な理由がある場合に限り、日本の諸法令に基づき、通貨（現金）により直接丙本人の手に支払うことができる。
2. 福利厚生
(1) 宿舎：□ なし / □ 無償提供 / □ 有償提供（毎月＿＿＿＿円）
(2) 食事：□ なし / □ 無償提供 / □ 有償提供（1食＿＿＿＿円）
(3) 通勤手段・交通費：□ なし / □ 通勤車両提供 / □ 交通費支給（毎月＿＿＿＿円） / □ 交通手当支給（毎月＿＿＿＿円）
(4) その他の会社福利
3. 休憩時間および休暇に関する規定：
甲乙協議の上、丙の個別実習計画および実習現場における実務訓練の必要性に基づき、合理的な休憩時間および休暇規定を定めるものとする。
第7条 （保険および社会保障）
乙は、丙に対し、学外インターンシップ団体傷害保険を付保するものとする。
第8条 （実習不適応への対応）
丙が適応困難な状況にある場合、甲および乙は協議の上、必要な支援を行うものとする。
なお、継続が困難と判断された場合、乙は本契約を終了し、他の実習先または代替教育課程へ移行させることができる。


第9条 （ジェンダー平等およびハラスメント防止）
甲は、日本のジェンダー平等およびハラスメント防止に関する法令を遵守し、相談窓口および対応体制を整備する。
丙が当該事案に遭遇した場合、甲は速やかに乙に通知し、必要に応じて乙は調査に参加することができる。
第10条 （紛争解決）
本契約に関して紛争が生じた場合、甲乙は誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
第11条 （契約の解除および終了）
1. 本契約は、両当事者の署名をもって効力を生じる。
2. 甲が学生の権益を重大に侵害した場合、乙は本契約の全部または一部を解除することができる。
3. 契約終了後も、本契約の性質上存続すべき条項は有効に存続する。
第12条 （準拠法）
本契約に定めのない事項については、台湾における「専科以上学校産学協同実施規則」等の関連規定、および日本の関連法令に従い、甲乙誠意をもって協議の上、解決を図るものとする。
本契約書は、同一内容のものを2通作成し、甲乙丙各1通を保有する、いずれも同一効力を有する。


西暦＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

甲：（受入れ機関）
名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
代表者職名・氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  印
登記住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
法人番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
乙：（送り出し大学）
名称：元智大学
代表者職名・氏名：学長  廖 慶榮  印
登記住所：台湾桃園市中壢区遠東路135号
統一編號（台湾の法人番号）：00966880
丙：（実習生）
氏名：		
学籍番号：		
連絡先住所：		
連絡先電話番号：		
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